
全国担い手経営展開支援事業（拡充）

【平成21年度概算決定額：735,976（811,258）千円】
うち担い手育成支援事業 134,439(114,721)千円

うち担い手経営展開支援リース事業 601,537(696,537)千円

（別途20年度補正予算分 1,700,000千円）

対策のポイント
担い手（認定農業者、集落営農組織）の育成・確保に向け、全国レベル

での行動計画の策定や実務研修会の開催等の支援を全国担い手育成総合支

援協議会が実施します。また、担い手の規模拡大等に伴い必要となる農業

用機械等のリース方式での導入に対する支援を行います。

（ 全国担い手育成総合支援協議会」について）「

、 、全国担い手育成総合支援協議会は 担い手の育成・確保を全国段階で支援するため

全国農業会議所、全国農業協同組合中央会、日本政策金融公庫、日本農業法人協会等

２２の関係機関・団体から構成される組織です。

政策目標
担い手の育成・確保

＜平成１９年＞ ＜農業構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約24万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 33万～37万

農業法人 約８千 → 効率的かつ安定的な法人経営 １万

集落営農 約１万３千 → 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～４万

＜内容＞

１ 担い手育成支援事業［拡充］

各地域で推進する担い手育成・確保の取組を全国段階で支援するため、以下のよ

うな取組を実施します。

（１）担い手育成・確保総合支援活動

担い手の育成・確保に向けた５年後の目標と各年度ごとの活動方針を明確化す

るため、アクションプログラムの作成・推進、調査指導を行うとともに、担い手

の育成及び効率的かつ安定的な農業経営に対する総合支援を行うため、諸活動の

企画立案、各段階の調整を行う担い手総合支援指導員を設置します。

（２）経営改善・能力向上支援活動

、 、担い手の経営改善及び能力向上に対する支援するため 経営改善シンポジウム

指導担当者研修会、指導者養成講習会、実践企業的経営体養成講習会を開催する

とともに、これらの企画立案等を行う指導者養成企画運営員を設置します。

（３）経営多角化・高度化支援活動

市場動向等の情報収集及び消費者等の多様なニーズに対応した商品の開発、販

売戦略等の検討を行うため、学識経験者等で構成する検討会の開催、市場調査情



報収集活動を行うとともに、これらを踏まえて担い手育成総合支援協議会担当者

及び担い手を対象としたシンポジウムを開催します。

（４）担い手交流支援活動

担い手の連帯感の醸成や、集落営農の組織化・法人化、農業経営の法人化への

気運向上、農業技術や経営の情報交換等を目的とした担い手交流会を開催するた

めの検討及び報告書の作成を行うとともに、これらの検討を踏まえた担い手育成

総合支援協議会の担当者及び担い手を対象とした交流会を開催します。

（５）担い手優良事例調査活動

地域農業の振興や活性化に寄与した担い手の優良事例集の作成や表彰を行うた

め、優良事例検討・選考会を開催し、優良事例の調査や事例集を作成、担い手育

成総合支援協議会等に配布するとともに、検討・選考会により選考された優良事

例について、表彰・発表会を行います。

（６）担い手情報発信整備

担い手に関する情報の受発信を行うため、ホームページの作成、経営状況等の

データベースに必要なプログラム開発、担い手情報分析を実施するための運営委

員会を開催するとともに、その運営委員会における検討を踏まえたシステム開発

及び情報分析を行います。

（７）担い手経営発展指導［新規］

し、法人化へ二の足を踏んでいる原因は何か、法法人化検討委員会を開催

法人化を円滑かつ効果的に進め人化に踏み出したきっかけは何かを調査し、

るための方策を検討 法人化推進指導マニュします。その検討結果をもとに、

し、 しまアルを作成 都道府県・地域段階の担い手育成総合支援協議会へ配布

す。

（８）農業再生委員会支援活動［新規］

担い手の経営再生や担い手への経営資源の円滑な承継を支援する農業再生

全国担い手育成総合支援協議会に弁護士、公認会計士等の専委員会について

門家で構成する支援チームを設置 担い手からの相談し、経営が困難となった

農業再生委員会からの及び都道府県担い手育成総合支援協議会に設置された

や農業再生委員会の設置・運営に必要な法務・税務等に関する相談への対応

します。専門家を紹介

【事業実施主体：全国担い手育成総合支援協議会】

【補助率：定額】

【事業実施期間：平成17年度～平成21年度】



２ 担い手経営展開支援リース事業［拡充］

（１）認定農業者等支援型

農業経営改善計画等に即して、技術革新等に対応しながら機動的な経営改善を

図るために必要な農業用機械等のリース料の一部を助成します。

（対象者）

① 認定農業者

② 新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就農させようとする者

（要 件）

すること① 「リース導入計画」を策定

② すること簡易経営診断を受診

③ であること受益者が３戸以上

④ に取り組んでいること生産調整

（助成率）

リース料に助成率を乗じた額（２５０万円上限）

（２）認定農業者経営発展支援型［新規］

農業経営改善計画等に即して、農業経営の法人化や経営規模の拡大等を図

新たな分野への進出やモデル的な栽培技術ろうとする認定農業者に対して、

の導入と併せて経営規模拡大等農業経営のステップアップを図るために必要

します。な農業用機械等のリース料の一部を助成

① 法人化支援タイプ

法人化を契機として新規事業拡大を図るために必要な農業用機械等の

します。リース料の一部を助成

② 規模拡大支援タイプ

先進モデル的な栽培技術を導入しつつ経営土地利用型農業において、

規模の拡大等を図るために必要な農業用機械等のリース料の一部を助成

します。

（対象者）

認定農業者

（要 件）

① すること（ ）「リース導入計画」を策定 法人化計画を含む。

② すること簡易経営診断を受診

③ であること受益者が３戸以上

④ に取り組んでいること生産調整

（助成率）

リース料の３／１０以内（１，０００万円上限）

（３）地域貢献農業者支援特別型（一般タイプ）

地域内農地の集積を行う農業者や集落営農による農地の有効活用や作業の共同

化を図るために必要な農業用機械等のリース料の一部を助成します。

（対象者）

① 認定農業者

② 特定農業法人

③ 特定農業団体

④ 農業サービス事業体



（要 件）

① すること簡易経営診断を受診

② 地域貢献計画を市町村と共同で策定し、農作業の受託等により、新たに個

別経営で4.5ha以上、法人経営では10ha以上の地域内農地の利用集積を行う

旨を内容とする契約を市町村と締結していること

③ に取り組んでいること生産調整

（助成率）

リース料の１／４以内（５００万円上限）

（４）地域貢献農業者支援特別型（集落営農緊急支援タイプ）

集落営農組織が、経営規模の拡大、新規作物の導入等の経営内容の改善を図る

ために必要な機械・施設のリース料の一部を緊急に助成します。

（対象者）

① 集落営農組織

② 特定農業法人

（要 件）

① すること簡易経営診断を受診

② 地域貢献計画を市町村と共同で策定し、当該契約を誠実に履行する旨を内

容とする契約を市町村と締結していること

、 、 、③ ②の計画の実施により 集落営農組織の収入又は所得が 一定以上増加し

経営内容の改善が見込まれること

（ 、 ） 、 、④ 10ha以上 又は 地域の農用地の２／３以上 の集積を行っている 又は

行うことが確実なこと

⑤ に取り組んでおり、水田農業ビジョンの担い手リストに掲げられ生産調整

ていること

⑥ 水田・畑作経営所得安定対策へ加入していること

（助成率）

リース料の１／２以内（５００万円上限）

【事業実施主体：民間団体】

【補助率：定額（リース料の１／２、３／１０、１／４以内等 】）

【事業実施期間：平成17年度～平成21年度】

担当課：経営局経営政策課（０３－６７４４－２１４４（直 ））

金融調整課（０３－６７４４－２１６７（直 ））
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担い手経営展開支援リース事業
認定農業者経営発展支援型

リース助成の仕組み

国
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議 意 一括交付

③採択申請書送付 都 道 府 県

民間団体 ④採択決定通知 （ランク付け）
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